◆変更届における注意事項
※厳守されていない場合は受付不可ですのでよく確認願います。
★提出は原則，電子申請でお願い致します。
ファイルはエクスポート機能を利用してPDFで提出してください。
[bookmark: _GoBack]
【提出期限】変更日から10日以内

【届出書について】
届出書の右のコメントをよく読んでください。

変更に係る添付書類の不足が多いのでご注意ください。

・左の変更する内容について〇を選択してください。
※ここにない変更は届出不要です。ただし，料金の変更や人員数など運営規程が変わるものは，変更となる書類で届出が必要か判断してください。

・（変更前）と（変更後）について，枠が限られているので，収まる範囲で簡潔に記載してください。
※PDF化した時に切れないように注意してください。

・資格者証は変更した人のみ添付してください。以前に提出済みの人の分は不要です。

【その他QA】
法人の形態が、ＮＰＯ法人から株式会社に変更となります。この場合、必要な手続きは「変更届の提出」で間違いありませんか。

Ａ１ 法人格が変わるため、①従前の事業所（NPO法人）に係る廃止届の提出及び②変更後の事業所（株式会社）に係る新規指定申請の双方の手続きが必要です。ただし、有限会社から株式会社に変わる場合は、法人格が変わらない（同じ営利法人）ため手続きとしては変更届の提出となります。なお、提出期限は、①廃止届は１か月前、②新規申請は指定を受ける日の前々月末日（10/1指定→8/31期限）と、手続きにより異なりますのでご注意ください。

事業所を運営する法人が合併（分割）することになりました。この場合、必要な手続きは「変更届の提出」で間違いありませんか。

Ａ２ 法人が合併（分割）する場合は、上記「Ａ１」と同様、①従前の事業所に係る廃止届の提出及び②変更後の事業所に係る新規指定申請の双方の手続きが必要です。ただし、事業所の内容に変更がない場合は、新規指定申請書類の一部について省略できる場合があります。詳細は、「介護護保険最新情報vol.862（事業所の吸収分割等に伴う事務の簡素化
について）」でご確認ください。なお、この場合、法人の合併（分割）についての経緯を確認させていただきますので、ご了承ください。

代表者（社長）の姓や住所が変わりました。この場合も、添付書類として、履歴事項全部証明書、誓約書が必要でしょうか。

Ａ３ 同一人物のため、変更届出書の「変更の内容」欄に記載するのみでよく、添付書類は不要です。


最後に様式にパスワードが設定してあります。
パスワードは「henkou」です。圧縮ファイルを解凍の際に入力してください。 

